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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の本体パネルを周方向に連結したサークル本体を構成したペット用サークルであっ
て、
上記サークル本体の内側空間にトイレ空間を備え、
上記トイレ空間を構成する上記本体パネルの下部に、上記トイレ空間に載置したトイレ用
受け皿を出し入れ可能に該本体パネルの下端から上方へ開口した下側開口部を形成し、
上記下側開口部の上端部に、該下側開口部を閉塞する下側扉を枢着し、
上記下側扉を上記本体パネルにロックするロック手段を、複数の上記サークル本体のうち
、上記下側開口部を形成した上記本体パネルに備え、
上記ロック手段を、上記下側扉を捲くり上げた状態でロックする扉開状態ロック手段、及
び上記下側扉を垂下した状態でロックする扉閉状態ロック手段のうち、少なくとも一方で
構成し、
上記扉開状態ロック手段を、上記下側扉に備えた扉側係合部と、上記本体パネルにおける
上記下側開口部より上方に備えた本体上側係合部とで構成し、
上記扉閉状態ロック手段を、上記扉側係合部と、上記本体パネルにおける上記下側開口部
の下端部に備えた本体下側係合部とで構成し、
上記扉側係合部を、スライド案内部とスライドロック部材と付勢手段とで構成し、
上記スライド案内部は、上記下側扉の扉面における周端部よりも外側へ突出、或いは、内
側へ退避するよう上記スライドロック部材をスライド案内可能に構成し、
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上記スライドロック部材は、上記下側扉を上記本体パネル側に対して扉全閉状態において
係止可能な扉全閉状態扉側係合部と、扉全開状態において係止可能な扉全開状態扉側係合
部とを備え、
上記付勢手段は、上記スライドロック部材が上記下側扉の扉面における外側へ突出した位
置へと付勢可能に上記下側扉と上記スライドロック部材との間に備えた
ペット用サークル。
【請求項２】
　複数の本体パネルを周方向に連結したサークル本体を構成したペット用サークルであっ
て、
上記サークル本体の内側空間にトイレ空間を備え、
上記トイレ空間を構成する上記本体パネルの下部に、上記トイレ空間に載置したトイレ用
受け皿を出し入れ可能に該本体パネルの下端から上方へ開口した下側開口部を形成し、
上記下側開口部の上端部に、該下側開口部を閉塞する下側扉を枢着し、
上記下側扉を上記本体パネルにロックするロック手段を、複数の上記サークル本体のうち
、上記下側開口部を形成した上記本体パネルに備え、
上記ロック手段を、上記下側扉を捲くり上げた状態でロックする扉開状態ロック手段、及
び上記下側扉を垂下した状態でロックする扉閉状態ロック手段のうち、少なくとも一方で
構成し、
上記扉開状態ロック手段を、上記下側扉に備えた扉側係合部と、上記本体パネルにおける
上記下側開口部より上方に備えた本体上側係合部とで構成し、
上記扉閉状態ロック手段を、上記扉側係合部と、上記本体パネルにおける上記下側開口部
の下端部に備えた本体下側係合部とで構成し、
上記下側扉の上記本体パネルに対する枢動を補助する扉枢動補助具を、上記下側扉と上記
下側開口部の上端部との間に介在させ、
上記扉枢動補助具を、上記下側扉、及び、上記下側開口部の上端部のそれぞれに枢動自在
に連結した
ペット用サークル。
【請求項３】
　上記本体パネル間に、複数の上記本体パネル同士を連結する連結部材を備え、上記本体
パネルを嵌め込んで取り付けるパネル嵌め込み部を、上記連結部材に形成し、
上記本体下側係合部を、上記パネル嵌め込み部に嵌め込んだ上記扉側係合部を係合可能に
上記連結部材における上記パネル嵌め込み部の側壁部分に形成した
請求項２に記載のペット用サークル。
【請求項４】
　上記本体上側係合部を、
上記本体パネルにおける上記下側開口部の上端よりも上部分に略重合するまで捲くり上げ
た状態の上記下側扉を係合可能な位置に配置した
請求項２、又は、３に記載のペット用サークル。
【請求項５】
　上記本体パネルにペットの出入を許容する本体側開口部を備え、
上記サークル本体に、該サークル本体の内側を上記トイレ空間と生活空間とに仕切る仕切
りパネルを備え、
上記仕切りパネルに、上記トイレ空間と上記生活空間との間のペットの移動を許容する仕
切り側開口部を形成し、
上記本体側開口部、及び、上記仕切り側開口部のうち、少なくとも一方の開口部に扉を備
えた
請求項１から４のいずれかに記載のペット用サークル。
【請求項６】
　上記本体側開口部に備えた上記扉を、上記本体パネルに対して着脱可能に形成するとと
もに、上記仕切り側開口部に備えた上記扉を、上記仕切りパネルに対して着脱可能に形成
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し、
上記本体側開口部に備える上記扉と上記仕切り側開口部に備える上記扉とを、同じ扉で形
成し、該扉を、上記本体側開口部、及び、上記仕切り側開口部のうち、いずれか一方に備
えた
請求項５に記載のペット用サークル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内側に犬や猫などのペット（愛玩動物）を格納しておくことができるペッ
ト用サークルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ペット用サークルとしては、例えば、下記特許文献１の「ペット用柵」のように、複数
のパネルを連結部材で連結し、周方向の内側にペットを格納する空間を有して構成し、該
空間は、仕切られていない一つの空間で構成されたものが一般的である。
【０００３】
　上記ペットを格納する空間の底面の片隅には、ペットがいつでも用を足すことができる
ようペット用トイレが載置されることが多い。
【０００４】
　よって、ペットを格納する空間の底面に載置されたペット用トイレを、本体パネルの下
端から上方へ開口した下側開口部を通じて引き出したり、差し込んだりする際、開放した
状態の下側扉フェンスにペット用トイレが引っ掛かるなどして、該ペット用トイレを下側
開口部に対してスムーズに出し入れすることができなかった。
【０００５】
　このため、飼い主が例えば、ペット用トイレの掃除をする際に、スムーズに行なうこと
ができないという難点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２７１２１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、ペット用トイレの掃除を容易に行うことができるペット用サークル
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、複数の本体パネルを周方向に連結したサークル本体を構成したペット用サー
クルであって、上記サークル本体の内側空間にトイレ空間を備え、上記トイレ空間を構成
する上記本体パネルの下部に、上記トイレ空間に載置したトイレ用受け皿を出し入れ可能
に該本体パネルの下端から上方へ開口した下側開口部を形成し、上記下側開口部の上端部
に、該下側開口部を閉塞する下側扉を枢着し、
上記下側扉を上記本体パネルにロックするロック手段を、複数の上記サークル本体のうち
、上記下側開口部を形成した上記本体パネルに備え、
上記ロック手段を、上記下側扉を捲くり上げた状態でロックする扉開状態ロック手段、及
び上記下側扉を垂下した状態でロックする扉閉状態ロック手段のうち、少なくとも一方で
構成し、
上記扉開状態ロック手段を、上記下側扉に備えた扉側係合部と、上記本体パネルにおける
上記下側開口部より上方に備えた本体上側係合部とで構成し、
上記扉閉状態ロック手段を、上記扉側係合部と、上記本体パネルにおける上記下側開口部
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の下端部に備えた本体下側係合部とで構成し、
上記扉側係合部を、スライド案内部とスライドロック部材と付勢手段とで構成し、
上記スライド案内部は、上記下側扉の扉面における周端部よりも外側へ突出、或いは、内
側へ退避するよう上記スライドロック部材をスライド案内可能に構成し、
上記スライドロック部材は、上記下側扉を上記本体パネル側に対して扉全閉状態において
係止可能な扉全閉状態扉側係合部と、扉全開状態において係止可能な扉全開状態扉側係合
部とを備え、
上記付勢手段は、上記スライドロック部材が上記下側扉の扉面における外側へ突出した位
置へと付勢可能に上記下側扉と上記スライドロック部材との間に備えた
たことを特徴とする。
【０００９】
　上記構成により、上記下側扉を、上記下側開口部の上端部を回動軸として捲り上げて、
下側開口部を開口することができるため、下側開口部よりも前方側（正面側）の床面は勿
論、その左右側方にも、下側扉が存在しない状態で開口することができる。
【００１０】
　よって、トイレ空間に載置されるトイレ用受け皿を下側開口部を通じて出し入れする際
、トイレ用受け皿が下側扉に引っ掛かるなどせず、該トイレ用受け皿をスムーズに出し入
れすることができる。
【００１１】
　また、トイレ空間の下側開口部よりも前方側の床面に下側扉が存在しない状態で下側開
口部を開口できるため、下側開口部をペットが出入り可能な大きさを有していれば、ペッ
トは、下側扉に引っ掛かり怪我などをすることなく、該下側開口部を通じてスムーズに出
入りすることができる。
【００１２】
　よって、下側開口部を、ペットがトイレ空間から直接、出入りするためのペット出入り
用の安全な開口部としても用いることができる。
【００１３】
　上記扉開状態ロック手段を備えることで、トイレ用受け皿を出し入れする際に、上記下
側扉を、捲り上げて下側開口部を開口した状態でロックすることができる。このため、下
側開口部を開口したとき、上記下側扉を手で捲り上げた状態に持ち上げておく労力を要し
ない。
【００１４】
　また、上記扉閉状態ロック手段を備えることで、下側扉を、垂下させて下側開口部を閉
塞した状態でロックすることができる。このため、ペットが下側扉を意図的に押し開けて
下側開口部を通じて不用意に出入りしないよう規制することができる。
【００１５】
　上記構成により、下側扉に備えた扉側係合部は、上記下側扉を捲くり上げた状態におい
ては、上記本体上側係合部と係合し、上記下側扉を垂下した状態においては、上記本体下
側係合部と係合することができる。
【００１６】
　このように、上記下側扉を捲くり上げて開けた状態、上記下側扉を垂下させて閉じた状
態のいずれの状態においても、扉側係合部で兼用して本体パネル側とロックすることがで
きる。
【００１７】
　このため、上記本体上側係合部と上記本体下側係合部とのそれぞれに対応するよう別々
の係合部を下側扉に備えた場合と比較して簡素な構成とすることができ、ロック手段の部
品点数を削減することができ、複雑な構成を必要とせずに下側扉をロックすることができ
る。
【００１８】
　また、上記構成によれば、スライドロック部材を付勢手段の付勢力を利用してしっかり
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と上記本体上側係合部や上記本体下側係合部に係合させることができる。よって、サーク
ル本体を移動させたり、ペットが接触するなどして、サークル本体がガタついた場合でも
、ロック手段の係合が不測に解除されることがなくしっかりとロックした状態に保つこと
ができる。
【００１９】
　またこの発明の態様として、複数の本体パネルを周方向に連結したサークル本体を構成
したペット用サークルであって、上記サークル本体の内側空間にトイレ空間を備え、上記
トイレ空間を構成する上記本体パネルの下部に、上記トイレ空間に載置したトイレ用受け
皿を出し入れ可能に該本体パネルの下端から上方へ開口した下側開口部を形成し、上記下
側開口部の上端部に、該下側開口部を閉塞する下側扉を枢着し、上記下側扉を上記本体パ
ネルにロックするロック手段を、複数の上記サークル本体のうち、上記下側開口部を形成
した上記本体パネルに備え、上記ロック手段を、上記下側扉を捲くり上げた状態でロック
する扉開状態ロック手段、及び上記下側扉を垂下した状態でロックする扉閉状態ロック手
段のうち、少なくとも一方で構成し、上記扉開状態ロック手段を、上記下側扉に備えた扉
側係合部と、上記本体パネルにおける上記下側開口部より上方に備えた本体上側係合部と
で構成し、上記扉閉状態ロック手段を、上記扉側係合部と、上記本体パネルにおける上記
下側開口部の下端部に備えた本体下側係合部とで構成し、上記下側扉の上記本体パネルに
対する枢動を補助する扉枢動補助具を、上記下側扉と上記下側開口部の上端部との間に介
在させ、上記扉枢動補助具を、上記下側扉、及び、上記下側開口部の上端部のそれぞれに
枢動自在に連結することができる。
【００２０】
　上記構成により、上述の作用に加え、上記下側扉を枢動させる際に、扉枢動補助具が下
側扉に連動して枢動するため、該下側扉の基端部が下側開口部の上端部に干渉することな
く、スムーズに枢動させることができる。
【００２１】
　よって、扉側係合部を、スムーズに枢動させることができ、本体上側係合部、或いは、
本体下側係合部にスムーズ、且つ、しっかりと係合させることができる。
【００２２】
　またこの発明の態様として、上記本体パネル間に、複数の上記本体パネル同士を連結す
る連結部材を備え、上記本体パネルを嵌め込んで取り付けるパネル嵌め込み部を、上記連
結部材に形成し、上記本体下側係合部を、上記パネル嵌め込み部に嵌め込んだ上記扉側係
合部を係合可能に上記連結部材における上記パネル嵌め込み部の側壁部分に形成すること
ができる。
【００２３】
　上記構成により、下側扉が閉じた状態において、上記扉側係合部を連結部材のパネル嵌
め込み部に嵌め込むことで、上記本体下側係合部に係合してロックすることができる。
【００２４】
　よって、本来、複数のパネルを強固に連結するための連結部材を利用してしっかりと下
側扉が閉じた状態にロックすることができる。さらに、連結部材を利用してロックする分
、ロック手段を構成するための部品点数を削減することができるため、シンプルな構成で
構成することができる。
【００２５】
　またこの発明の態様として、上記本体上側係合部を、上記本体パネルにおける上記下側
開口部の上端よりも上部分に略重合するまで捲くり上げた状態の上記下側扉を係合可能な
位置に配置することができる。
【００２６】
　さらにこの発明の態様として上記本体パネルにペットの出入を許容する本体側開口部を
備え、上記サークル本体に、該サークル本体の内側を上記トイレ空間と生活空間とに仕切
る仕切りパネルを備え、上記仕切りパネルに、上記トイレ空間と上記生活空間との間のペ
ットの移動を許容する仕切り側開口部を形成し、上記本体側開口部、及び、上記仕切り側
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開口部のうち、少なくとも一方の開口部に扉を備えることができる。
【００２７】
　上記構成によれば、犬などのペットのトイレの躾けを効率的に行なうことができる。　
　詳しくは、仕切り側開口部に扉を備えておけば、普段、ペットが飲食する際や寛ぐ際に
は、ペットを生活空間へ留めておくことができる。
【００２８】
　そして、ペットが用を足す場合は、それを見計らって仕切り側開口部に備えた扉を開き
、仕切り側開口部を通じてペットをトイレ空間へと誘導する。
【００２９】
　仕切り側開口部を扉で閉塞すれば、ペットが用を足すまでペットをトイレ空間に留めて
おくことができ、用を足せば、仕切り側開口部を開けて生活空間へと誘導する。
【００３０】
　上述したように、ペットを上記トイレ空間と上記生活空間との間でスムーズに行き来さ
せ、いずれかの空間に確実に留めておくことができるため、ペットにトイレ空間において
用を足すことを認識させることができ、トイレの躾けを効率よく行なうことができる。
【００３１】
　さらに、飼い主は、ペット用トイレの掃除をする際、生活空間にペットを留めておくこ
とができるため、ペットが戯れて飛びつくなどして掃除の邪魔をすることもなく、ペット
用トイレなどトイレ空間の掃除をスムーズに行なうことができる。
【００３２】
　上記本体パネル、及び、上記仕切りパネルは、例えば、複数の線材を架設したフェンス
（柵体）、木製などの短冊状の板を並設したパネル、一枚ものの板状のパネルなどを含み
、サークル本体の構成面を構成することができるパネルであれば特に限定しない。
【００３３】
　この発明の態様として上記本体側開口部に備えた上記扉を、上記本体パネルに対して着
脱可能に形成するとともに、上記仕切り側開口部に備えた上記扉を、上記仕切りパネルに
対して着脱可能に形成し、上記本体側開口部に備える上記扉と上記仕切り側開口部に備え
る上記扉とを、同じ扉で形成し、該扉を、上記本体側開口部、及び、上記仕切り側開口部
のうち、いずれか一方に備えることができる。
【００３４】
　上記構成により、上記本体側開口部を閉塞するための扉と上記仕切り側開口部を閉塞す
るための扉とを１枚の扉で兼用することができるため、必要に応じて、１枚の扉を上記本
体側開口部に備えたり、上記仕切り側開口部に備えたりすることで、ペット用サークルを
用途に応じた無駄のない態様で用いることができる。
【００３５】
　詳しくは、ペットが幼い時期などトイレの躾時が特に必要な時期は、扉を上記仕切り側
開口部に備えておくことで、通常、生活空間とトイレ空間との間のペットの行き来を制限
しておくことができる。トイレをするときのみ上記仕切り側開口部に備えた扉を開けて生
活空間とトイレ空間との間のペットの行き来させることができるため、上述したようにト
イレの躾けを効果的に行うことができる。
【００３６】
　やがてペットが成長するとともにトイレの躾けが完了すれば、生活空間とトイレ空間と
の間のペットの行き来を意図的に制限する必要性がなくなり、上記仕切り側開口部に備え
た扉が不要になるばかりか、閉じた状態ではペットに閉塞感を与え、開けた状態ではサー
クル本体の内側の空間が狭くなり邪魔になるおそれもある。このため、トイレの躾けが完
了後は、上記仕切り側開口部に備えていた扉を取り外し、上記本体側開口部に備えて用い
ることができる。
【００３７】
　これにより、トイレ空間と生活空間との行き来が自由になり、ペットが成長して大きく
なってもサークル本体の内側の空間を、ペットにとって開放的で閉塞感を与えることがな
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い空間とすることができる。
【００３８】
　このように、トイレの躾けは、ペットの生涯の一時期のことであるから、扉を上記本体
側開口部用と上記仕切り側開口部用とで兼用することで、用途に応じた好適な形態で用い
ることができ、部品点数の削減、コストダウンを図ることができる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明は、ペット用トイレの掃除を容易に行うことができるペット用サークルを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】第一実施形態のペット用サークルの正面図。
【図２】第一実施形態のペット用サークルの平面図。
【図３】仕切りフェンスの正面図。
【図４】正面フェンス或いは仕切りフェンスにおける扉フェンスの枢着部の構成説明図。
【図５】第一実施形態のロック機構の外観図。
【図６】第一実施形態のロック機構の説明図。
【図７】第一実施形態のロック機構の作用説明図。
【図８】第一実施形態のロック機構の作用説明図。
【図９】第二実施形態のロック機構の構成説明図。
【図１０】第二実施形態のロック機構の作用説明図。
【図１１】第二実施形態のロック機構の作用説明図。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　この発明の一実施形態を、以下図面を用いて説明する。　
　（第一実施形態）　
　第一実施形態におけるペット用サークル１は、図１から図６に示すように、直方体の箱
型形状になるよう複数枚のフェンス１０を周方向に連結部材で連結してサークル本体１Ａ
を構成している。
【００４２】
　詳しくは、フェンス１０は、本体フェンス９と、本体フェンス９の内側空間を生活空間
ＺＡとトイレ空間ＺＢとに仕切る仕切りフェンス１４とで構成している。本体フェンス９
は、正面フェンス１１、背面フェンス１２、及び、側面フェンス１３で構成している。
【００４３】
　上記各フェンス１０は、鋼製の線材１２を上下方向に複数、配した縦線材１２ａ…と、
該縦線材１２ａに対して横方向に交差させた数本の横線材１２ｂ…とで一体に構成してい
る。
【００４４】
　なお、トイレ空間ＺＢには、トイレ用受け皿１７（ペット用トイレ）が載置されている
（図２中仮想線で示したトイレ用受け皿１７参照）。上記トイレ用受け皿１７は、トイレ
空間ＺＢの平面視形状と略同じ大きさの平坦状のトイレ本体部分と、外周縁部が突出した
ガイド部分とで形成している。
【００４５】
　正面フェンス１１は、生活空間ＺＡを構成する本体側正面フェンス１１Ａと、トイレ空
間ＺＢを構成するトイレ側正面フェンス１１Ｂとで構成している。同様に、背面フェンス
１２は、本体側背面フェンス１２Ａと、トイレ側背面フェンス１２Ｂとで構成している。
側面フェンス１３は、本体側側面フェンス１３Ａ（右側面フェンス１３Ａ）と、トイレ側
側面フェンス１３Ｂ（左側面フェンス１３Ｂ）とで構成している。　
　なお、図示しないが、ペット用サークル１の上面にも、該上面を覆う平面フェンスを備
えてもよい。この場合、平面フェンスは、サークル本体１Ａに対して着脱自在に構成する
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ことができる。
【００４６】
　連結部材２１は、直方体のペット用サークル１の隅部に備えた平面視Ｌ型をしたコーナ
ージョイント２１Ｃと、トイレ空間ＺＢと生活空間ＺＡとの仕切り部分に備えた直線状の
ストレートジョイント２１Ｓとで構成している。
【００４７】
　連結部材２１は、上記各フェンス１０の隅角部において上下各端部に対向配置させ、隣
合うフェンス１０同士を連結している。さらに、上下各側で対向配置した連結部材２１の
間は、上下方向に配した支持棒２２で連結している。
【００４８】
　連結部材２１は、上記支持棒２２を差し込んで取り付ける支持棒取付け部６２２３を基
部側に形成し、さらに連結部材２１は、該基部側から片状に突出し、該突出方向に沿って
、上記フェンス１０の隅角部を差込んで保持可能に形成したフェンス保持溝２４を形成し
ている。
【００４９】
　本体側正面フェンス１１Ａには、犬などのペットの出入りを許容する本体側開口部３１
を形成している。さらに、仕切りフェンス１４には、生活空間ＺＡとトイレ空間ＺＢとの
間でペットの移動を許容する仕切り側開口部３２を形成している。
【００５０】
　上記本体側開口部３１と上記仕切り側開口部３２は、図１から図３に示すように、１枚
の扉フェンス２５で兼用可能に構成している。　
　なお、図１では、一例として、本体側正面フェンス１１Ａ側に扉フェンス２５を備えた
状態を示し、図３では、仕切りフェンス１４側に扉フェンス２５を備えていない状態とし
ている。さらに、図２中の矢印は、扉フェンス２５が上記本体側開口部３１、上記仕切り
側開口部３２のうち、いずれの側の開口部へも備えることができる旨を示している。
【００５１】
　詳しくは、ペット用サークル１には、本体側開口部３１と仕切り側開口部３２とのいず
れの側においても閉塞可能に、本体側開口部３１、及び、仕切り側開口部３２と略同じ形
状、大きさで形成した１枚の扉フェンス２５を備えている。　
　なお、本体側開口部３１と仕切り側開口部３２とは、いずれも正面視縦長の長手方向の
上部を半円弧状に形成した同一形状、大きさで形成している。　
　上記扉フェンス２５は、本体フェンス１０の本体側開口部３１の開口縁部に形成した枢
着部３５により着脱可能に枢着することができる。枢着部３５も、図４（ａ），（ｂ）に
示すように、扉フェンス２５における枢着側端部に有し、下方へ垂下して形成した係止突
片３５ａと、本体フェンス１０側に形成され、上記該係止突片３５ａを差込み可能に形成
した内部に差込み孔を有する円筒状の枢支部３５ｂとで構成し、差込み孔に対して係止突
片３５ａを挿脱自在に構成している。　
　なお、図４（ａ）は、本体フェンス１０、或いは、仕切りフェンス１４において扉フェ
ンス２５が着脱自在であることを示す枢着部３５付近の構成説明図であり、図４（ｂ）は
、図４（ａ）のＡ－Ａ線拡大端面図である。
【００５２】
　同様に、上記扉フェンス２５は、仕切りフェンス１４の仕切り側開口部３２の開口縁部
に形成した枢着部３５により着脱可能に枢着することができる。仕切りフェンス１４にお
ける枢着部３５も、図４（ａ），（ｂ）に示すように、係止突片３５ａと枢支部３５ｂと
で上述した本体フェンス１０側の枢着部３５と同様の構成で構成している。　
　さらにまた、上記扉フェンス２５には、該扉フェンス２５を本体フェンス１０、或いは
、仕切りフェンス１４に対して係脱自在なロック機構４１を備え、本体フェンス１０にお
ける本体側開口部３１の上端部には、扉サブロック機構４６を備えている（図１参照）。
【００５３】
　扉サブロック機構４６は、本体側開口部３１側へ突出すると扉フェンス２５に係合し、
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本体側開口部３１に対して退避すると扉フェンス２５に係合が解除されるよう上下にスラ
イド自在に形成している。　
　なお、ロック機構４１の構成の説明は、後述する。
【００５４】
　また、トイレ側正面フェンス１１Ｂは、トイレ空間ＺＢの床面に載置したトイレ用受け
皿１７を取り出し可能に上下方向の下半分を開口した下側開口部３３を形成している（図
１参照）。
【００５５】
　トイレ側正面フェンス１１Ｂには、上記下側開口部３３を閉塞可能な下側扉フェンス２
６を備え、該下側扉フェンス２６は、上記下側開口部３３の上端部に形成した上端枢着部
４２に枢着されている。
【００５６】
　上端枢着部４２は、扉フェンス２５における上端部における幅方向の両側に、該上端部
よりも上方へ突出した後、幅方向の内側へ屈曲した突状の係止突片４２ａと、トイレ側正
面フェンス１１Ｂに上記該係止突片４２ａを差込み可能に形成した内部に差込み孔を有し
た円筒状の枢支部４２ｂとで構成している。
【００５７】
　下側扉フェンス２６は、下方へ垂下した状態で下側開口部３３を閉塞することができ、
その状態からトイレ側正面フェンス１１Ｂの外側上方へ反転させ、該トイレ側正面フェン
ス１１Ｂの上側半分と対向するまで略１８０度枢動自在に形成している。
【００５８】
　下側扉フェンス２６には、本体側正面フェンス１１Ａと仕切りフェンス１４とで兼用す
る上記扉フェンス２５に備えたロック機構４１と同様の構成のロック機構４１を備えてい
る。
【００５９】
　以下では、ロック機構４１の構成について下側扉フェンス２６に備えたロック機構４１
に基づいて詳述する。　
　上記ロック機構４１は、図１から図６に示すように、上側本体フェンス側係合部３６、
下側本体フェンス側係合部３７、及び、蓋フェンス側係合部５１で構成している。　
　なお、図１から図６のうち、特に、図５は、蓋フェンス側係合部５１の外観図を示し、
図６（ａ）は、蓋フェンス側係合部５１の側面図、図６（ｂ）は、中央縦断面図、図６（
ｃ）は、後述するスライドロック部材５２をスライドさせた状態の蓋フェンス側係合部５
１の中央縦断面図、図６（ｄ）は、蓋フェンス側係合部５１の平面図、図６（ｅ）は、図
６（ａ）のＡ－Ａ線断面図を示している。
【００６０】
　上側本体フェンス側係合部３６は、下側扉フェンス２６を上方へ反転させた状態で蓋フ
ェンス側係合部５１に係合可能に本体側正面フェンス１１Ａの上端部を横架する横線材で
構成している（図１参照）。
【００６１】
　下側本体フェンス側係合部３７は、下側扉フェンス２６が垂下した状態で蓋フェンス側
係合部５１に係合可能に下側開口部３３の下端部を横架する横線材で構成している（図１
、図５参照）。
【００６２】
　蓋フェンス側係合部５１は、樹脂製のスライドロック部材５２と、該スライドロック部
材５２をスライド可能に規制するスライド案内部５３と、付勢バネ５４を備えて構成して
いる（図５、図６参照）。　
　具体的には、まず、上記スライド案内部５３は、下側扉フェンス２６の先端側（垂下し
た状態の下部）に備えた２本の平行な各縦線材５３ａ，５３ｂで構成し、該２本の縦線材
５３ａ，５３ｂの先端部、すなわち、扉面の外側方向における端部を、下側扉フェンス２
６よりも外側へ突出させた後、上下２本の各線材５３ａ，５３ｂを互いに一体に連結した
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形態で形成している。
【００６３】
　一方、スライドロック部材５２は、図５、及び、図６（ｂ），（ｃ）に示すように、下
側扉フェンス２６の扉面の外周縁部に対して外側へ突き出す方向、或いは、外周縁部に対
して内側へ退避する方向へスライド自在に上記スライド案内部５３に係合されている。
【００６４】
　ここで、本実施形態においては、スライドロック部材５２が扉面の内側から外側（図５
の状態において下側扉フェンス２６に対して下方）へ突き出す方向を、扉ロック方向（Ｌ
方向）に設定するとともに、扉面の外周縁部に対して内側へ退避する方向を扉ロック解除
方向（Ｏ方向）に設定するものとする。
【００６５】
　さらに、下側扉フェンス２６を上方に反転させて下側開口部３３を全開とした状態を扉
全開状態とし、下側扉フェンス２６を下方へ垂下した下側開口部３３を閉塞した状態を扉
全閉状態とするものとする。
【００６６】
　また、上記スライドロック部材５２は、扉全閉状態においてペット用サークル１の外側
（下側扉フェンス２６の表側）に配した外側スライドロック構成部材５５と、トイレ空間
ＺＢ（下側扉フェンス２６の裏側）に配した内側スライドロック構成部材５６との一対の
部材を備えて構成している。
【００６７】
　外側スライドロック構成部材５５と内側スライドロック構成部材５６とは、それぞれ下
側扉フェンス２６に対して外内各側において対向配置された状態で一体に構成している。
【００６８】
　上記内側スライドロック構成部材５６における先端部は、図６（ｂ）に示すように、扉
全閉状態において下側本体フェンス側係合部３７を内側から係止可能な係止部５７を有し
ている。該係止部５７は、下側本体フェンス側係合部３７に対して下側扉フェンス２６が
全閉状態において係止されるため、当該係止部５７を扉全閉状態係合部５７に設定する。
【００６９】
　さらに、図５、図６に示すように、上記外側スライドロック構成部材５５には、該外側
へ突出した係合用部材６４を備え、該係合用部材６４には、係合部５８を有している。該
係合部５８は、上側本体フェンス側係合部３６に対して下側扉フェンス２６を反転した状
態において係合されるため、当該係合部５８を扉全開状態係合部５８に設定する。
【００７０】
　また、係合用部材６４の先端部分は、面取りを施してテーパ状に形成している。この係
合用部材６４におけるテーパ状に形成した先端部分は、後で詳述するが扉全開状態とする
際に上側本体フェンス側係合部３６に当接するため、当該先端部分を当接部６５に設定す
る。
【００７１】
　スライドロック部材５２の内部には、幅方向の中央部分に付勢バネ５４を格納するため
の空間としてバネ格納部５９を備えている。　
　上記バネ格納部５９における扉ロック解除方向の端部には、バネ格納部５９に格納した
付勢バネ５４の長さ方向の一端を係止するバネ係止用突部６１を突設している（図６（ｂ
）参照）。
【００７２】
　また、スライドロック部材５２の内部におけるバネ格納部５９の幅方向の外側には、内
側スライドロック構成部材５６と外側スライドロック構成部材５５とを一体に嵌合により
取り付ける取付け部６２を形成している（図６（ｅ）参照）。さらに、スライドロック部
材５２の内部の幅方向の外側には、２本の縦線材５３ａ，５３ｂからなる上記スライド案
内部５３のそれぞれをガイドするガイド部６３を形成している。
【００７３】
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　付勢バネ５４は、スライドロック部材５２の内部において、該スライドロック部材５２
自体を、常時、扉ロック方向Ｌへと付勢した状態で備えている。これにより、スライドロ
ック部材５２の扉全閉状態係合部５７を、下側本体フェンス側係合部３７に係合した状態
で待機させることができる。
【００７４】
　そして、付勢バネ５４は、該付勢バネ５４の長さ方向における一方の端部を下側扉フェ
ンス２６の外枠を構成する外周線材２６ａに係止するとともに、他方の端部を上記バネ係
止用突部６１に係止し、バネ格納部５９内において付勢バネ５４を張架させた状態で格納
されている（図６（ｂ）参照）。
【００７５】
　上述した第一実施形態のペット用サークル１は、以下のような様々な作用、効果を奏す
ることができる。　
　上記構成によれば、ペット用サークル１は、サークル本体１Ａの内側をトイレ空間ＺＢ
と生活空間ＺＡとに仕切る仕切りフェンス１４を備え、該仕切りフェンス１４に、トイレ
空間ＺＢと生活空間ＺＡとの間のペットの移動を許容する仕切り側開口部３２を形成し、
上記本体側開口部３１、及び、上記仕切り側開口部３２のうち、いずれか一方の開口部に
扉フェンス２５を備えた構成である。このため、未だペットが幼い時期でトイレの躾けを
する必要がある場合には、扉フェンス２５を仕切りフェンス１４に備えて用いることがで
きる。
【００７６】
　詳しくは、上記仕切りフェンス１４に備えた扉フェンス２５で仕切り側開口部３２を閉
塞し、生活空間ＺＡとトイレ空間ＺＢとの間のペットの行き来を制限しておき、普段、ペ
ットが飲食する場合や寛ぐ場合においては、ペットを、生活空間ＺＡへ留めておく。
【００７７】
　そして、ペットが用を足す頃を見計らって、仕切り側開口部３２に備えた扉フェンス２
５を開き、仕切り側開口部３２を通じてペットを生活空間ＺＡからトイレ空間ＺＢへと誘
導する。
【００７８】
　仕切り側開口部３２を扉フェンス２５で閉めれば、ペットが用を足すまでペットをトイ
レ空間ＺＢに留めておくことができ、用を足せば、生活空間ＺＡへと誘導する。
【００７９】
　上述したように、ペットを上記トイレ空間ＺＢと上記生活空間ＺＡとの間で行き来させ
、適宜、いずれかの所望の空間に留めておくことを繰り返すことにより、ペットにトイレ
空間ＺＢにおいて用を足すことを認識させることができ、トイレの躾けを効率よく行なう
ことができる。
【００８０】
　やがてトイレの躾けが完了すれば、生活空間ＺＡとトイレ空間ＺＢとの間のペットの行
き来を意図的に制限する必要性がなくなり、上記仕切り側開口部３２に備えた扉フェンス
２５が不要になるばかりか、仕切り側開口部３２を閉じた状態ではペットに閉塞感を与え
、開けた状態では扉フェンス２５が邪魔になり生活空間ＺＡが狭くなるおそれもある。こ
のため、トイレの躾けが完了後は、上記仕切り側開口部３２に備えていた扉フェンス２５
を取り外し、上記本体側開口部３１に備えて用いることができる。
【００８１】
　トイレの躾けは、ペットの生涯にとって一時期のことであるから、その後は、扉フェン
ス２５は、通常どおりペットの出し入れ用の扉として、通常、本体側開口部３１に備えて
用いることができ、又、仕切りフェンス１４には、扉フェンス２５が存在しなくなるため
、トイレ空間ＺＢと生活空間ＺＡとの行き来が自由になり、サークル本体１Ａの内側の空
間を、ペットにとって開放的で閉塞感を与えることがない空間とすることができる。
【００８２】
　このように、扉フェンス２５を上記本体側開口部３１用と上記仕切り側開口部３２用と
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で兼用することで、用途に応じた好適な形態で用いることができ、部品点数の削減、コス
トダウンを図ることができる。
【００８３】
　また、ペット用サークル１は、上記トイレ空間ＺＢを構成するトイレ側正面フェンス１
１Ｂの下部に、下側開口部３３を形成し、該下側開口部３３の上端枢着部４２に、該下側
開口部３３を閉塞する下側扉フェンス２６を枢着した構成である。
【００８４】
　上記構成により、上記下側扉フェンス２６を、上端枢着部４２を回動軸として捲り上げ
て、下側開口部３３を開口することができる。このため、トイレ空間ＺＢの下側開口部３
３よりも前方側（正面側）の床面は勿論、その左右側方にも、下側扉フェンス２６が存在
しない状態で開口することができる。
【００８５】
　よって、トイレ空間ＺＢに載置されるトイレ用受け皿１７を下側開口部３３を通じて引
き出したり、差し込んだりする際、トイレ用受け皿１７が下側扉フェンス２６に引っ掛か
るなどせず、スムーズに出し入れすることができる。
【００８６】
　また、下側開口部３３は、正面側フェンス１０の上下方向の半分が開口し、ペットが出
入り可能な大きさを有しているため、ペットは、下側開口部３３を通じてトイレ空間ＺＢ
から直接、出入りすることができる。
【００８７】
　その際においても、下側扉フェンス２６は、トイレ空間ＺＢの下側開口部３３よりも前
方側の床面に下側扉フェンス２６が存在しない状態で開くことができるため、ペットは、
下側扉フェンス２６に引っ掛かり怪我などをすることなく、該下側開口部３３を通じてス
ムーズに出入りすることができる。
【００８８】
　続いて下側扉フェンス２６に備えたロック機構４１が奏する作用効果について説明する
。　
　まず、下側開口部３３を下側扉フェンス２６により完全に閉じた扉全閉状態で該下側扉
フェンス２６をロックした状態からロックを解除して開ける手順について図５から図７を
用いて説明する。　
　なお、図７（ａ）は、図１のＡ－Ａ線矢視図を示し、図７（ｂ１）は、扉全開状態での
扉フェンス側係合部５１の拡大断面図を示し、図７（ｂ２）は、上端枢着部４２の拡大断
面図を示し、図７（ｂ３）は、扉全閉状態からロック解除直後の扉フェンス側係合部５１
の拡大断面図を示す。
【００８９】
　下側扉フェンス２６を扉全閉状態でロックした状態においては、スライドロック部材５
２の上記扉全閉状態係合部５７が下側本体フェンス側係合部３７に係止した状態となる（
図５、図６（ｂ）参照）。このため、下側扉フェンス２６が回動することを物理的に規制
したロック状態にすることができる。
【００９０】
　このような状態から下側扉フェンス２６を開くには、図６（ｃ）中の矢印に示すように
、利用者は、スライド方向における扉ロック方向Ｌの端部側で待機しているスライドロッ
ク部材５２を、付勢バネ５４の付勢力に抗してロック解除方向Ｏへスライドさせる。
【００９１】
　ここで、係合用部材６４は、スライドロック部材５２の表面から突き出した形態である
ため、扉全閉状態において上述したように下側扉フェンス２６のロックを解除する際に、
利用者は、係合用部材６４をつまむことができ、スライドロック部材５２を容易にスライ
ドさせることができる。
【００９２】
　上述した操作により、扉全閉状態係合部５７により係止されていた下側本体フェンス側
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係合部３７の係止を解除することができる。よって、図７（ｂ３）に示すように、下側扉
フェンス２６を上端枢着部４２の有する部位を回動軸として、側面視したとき反時計まわ
りへ回動させて開けることができる。
【００９３】
　そして、下側扉フェンス２６を、全閉状態から略１８０度反転させたとき、トイレ側正
面フェンス１１Ｂの上半分に略対向した扉全開状態とすることができ、図７（ｂ１）に示
すように、スライドロック部材５２の扉全開状態係合部５８を、トイレ側正面フェンス１
１Ｂの上側本体フェンス側係合部３６にロックすることができる。
【００９４】
　以下、上述したような扉開状態で下側扉フェンス２６がトイレ側正面フェンス１１Ｂに
ロックされるまでのロック機構４１が奏する作用、効果について図８を用いて説明する。
　
　なお、図８（ａ），（ｂ）は、下側扉フェンス２６がトイレ側正面フェンス１１Ｂに扉
開状態でロックされる直前の状態を示すロック機構４１の一部拡大断面図である。
【００９５】
　下側扉フェンス２６が全開状態になるまで回動させていくと、図８（ａ）に示すように
、スライドロック部材５２の上記係合用部材６４に有するテーパ状の上記当接部６５が上
側本体フェンス側係合部３６に当接することになる。　
　このように、スライドロック部材５２は、下側扉フェンス２６が略全開されたとき、当
接部６５が上側本体フェンス側係合部３６に当接することにより、図８（ｂ）に示すよう
に、物理的に付勢バネ５４の付勢力に抗して下側扉フェンス２６の扉面の外周縁部に対し
て内側（下方）へスライド案内される。
【００９６】
　よって、スライドロック部材５２は、一時的にロック解除方向Ｏへ退避するが、当接部
６５が上側本体フェンス側係合部３６から離間すると、付勢バネ５４の付勢力により、上
側本体フェンス側係合部３６を係合可能な位置にまでスライドし、扉全開状態係合部５８
により上側本体フェンス側係合部３６をロックすることができる（図７（ｂ１）参照）。
【００９７】
　スライドロック部材５２は、自重によりロック解除方向Ｏ（下降方向）へ重力が作用す
るが、付勢バネ５４の付勢力により、該重力に抗してしっかりとロックした状態に保つこ
とができる。
【００９８】
　よって、下側扉フェンス２６は、上方へ反転可能な構成であるが、ロック機構４１によ
り該反転姿勢でしっかりとロックした状態に保つことができる。
【００９９】
　さらに、ロック機構４１は、下側扉フェンス２６を、トイレ側正面フェンス１１Ｂの上
半分と略重合した状態でロックすることができるため、例えば、トイレ空間ＺＢを清掃す
る場合、トイレ空間ＺＢに載置するトイレ用受け皿１７を下側開口部３３を通じて出し入
れする際にも、差し出した手が下側扉フェンス２６に接触するなどして、トイレ用受け皿
１７の取り出しを下側扉フェンス２６により阻害されるおそれがなく、トイレ用受け皿１
７のトイレ空間ＺＢに対する出し入れをスムーズに行なうことができる。
【０１００】
　詳しくは、下側開口部３３を大きく形成した場合、それに伴って該下側開口部３３を閉
塞するために、下側扉フェンス２６も大きく形成する必要がある。　
　ところが、本実施形態のペット用サークル１は、下側扉フェンス２６をトイレ側正面フ
ェンス１１Ｂの上半分に対向するよう反転可能であるとともに、その反転姿勢でロックす
ることが可能な構成であるため、下側扉フェンス２６を大きく形成しても、開いた状態で
床面に倒伏した開状態とならず、邪魔になることがない。
【０１０１】
　逆に、下側扉フェンス２６が開いた状態でも邪魔になることを危惧する必要がないため
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、下側扉フェンス２６を大きく形成することが可能となる。これに伴って、下側開口部３
３も大きく形成することが可能となる。
【０１０２】
　例えば、本実施形態のペット用サークル１のように、下側開口部３３を、トイレ側正面
フェンス１１Ｂの上下方向の下側半分を開口させた大きなサイズで形成することができる
。
【０１０３】
　このように、下側開口部３３を大きく形成することができ、さらに、下側開口部３３を
大きく形成しても下側扉フェンス２６が邪魔になることがないため、下側開口部３３を通
じてトイレ用受け皿１７を容易に出し入れすることができるとともに、ペットが直接、ト
イレ空間ＺＢに対して出入りすることができる。
【０１０４】
　さらに、トイレ空間ＺＢに下側開口部３３を通じて手を差込むことが可能となり、仮に
上面を閉塞する平面フェンス（図示せず）を取り付けていた場合であっても、トイレ空間
ＺＢの床面にトイレ用受け皿１７を設置した状態のまま直接、トイレ用受け皿１７の掃除
をしたり、トイレ空間ＺＢにいるペットと戯れることを不自由なく行なうことができる。
【０１０５】
　また、下側扉フェンス２６を開ける場合、該下側扉フェンス２６を反転させ、トイレ側
正面フェンス１１Ｂの上半分に軽く押し当てるだけで付勢バネ５４の付勢力に抗して容易
に下側扉フェンス２６をロックすることができる。
【０１０６】
　これは、上述したように、当接部６５が上側本体フェンス側係合部３６に押し当たるこ
とにより、該押し当て力を、スライドロック部材５２をロック解除方向へスライドさせる
力へと変換することができるからである。
【０１０７】
　よって、上述したように当接部６５を備えることにより、利用者は、下側扉フェンス２
６をロックする前にスライドロック部材５２を把持して自ら扉ロック解除方向Ｏへスライ
ドさせる必要もなく、下側扉フェンス２６を全開状態にまで回動させると、上述したよう
に自動的にスライドロック部材５２をスライドさせて下側扉フェンス２６をロックするこ
とができる。
【０１０８】
　従って、下側扉フェンス２６を反転する１つの動作により、下側扉フェンス２６の開操
作とロック操作とを同時に行なうことができるため、下側扉フェンス２６を開ける一連の
動作をスムーズに行なうことができる。
【０１０９】
　なお、下側扉フェンス２６を上述した扉全開状態から逆にロックを解除して扉全閉状態
でロックする手順については、基本的には、上述したように下側扉フェンス２６を扉全閉
状態から扉全開状態へ変更する手順と逆の手順を踏めば行なうことができるため、その説
明を省略する。
【０１１０】
　なお、下側扉フェンス２６を閉める際に、下側扉フェンス２６のスライド案内部５３（
５３ａ，５３ｂ）の先端部分が下側本体フェンス側係合部３７に当接して下側扉フェンス
２６が全閉した状態で位置決めすることができる。このため、利用者は、下側扉フェンス
２６を閉める際に下側扉フェンス２６を全閉状態で意図的に下側扉フェンス２６の回動を
停止して位置決めする必要もなく、また、下側扉フェンス２６を回動させすぎて下側扉フ
ェンス２６がトイレ空間ＺＢへ入り込むことを防止することができる。
【０１１１】
　以下では、他の実施形態におけるペット用サークル２について説明する。　
　但し、以下で説明する構成のうち、上述した第一実施形態におけるペット用サークル１
と同様の構成については、同一の符号を付して、その説明を省略する。
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【０１１２】
　（第二実施形態）　
　第二実施形態におけるペット用サークル２は、図９に示すように上述したロック機構４
１とは異なるロック機構７１を備えて構成している。　
　なお、図９（ａ）は、正面フェンス１１におけるトイレ側正面フェンス１１Ｂの部分を
主としてあらわした第二実施形態におけるロック機構７１の構成説明図であり、図９（ｂ
）は、図９（ａ）のＡ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆ線断面図であり、図９（ｃ），（ｄ），（ｅ
）は、それぞれ図９（ｂ）の領域Ｘ，Ｙ，Ｚの拡大図である。
【０１１３】
　詳しくは、下側扉フェンス２６を下側開口部３３に対して全開状態、或いは、全閉状態
でロックするためのロック機構７１は、上側本体フェンス側係合部７４、下側本体フェン
ス係合部７５、扉フェンス係合部７６、扉枢動補助具７２とで構成している。
【０１１４】
　上側本体フェンス側係合部７４は、下側扉フェンス２６をトイレ側正面フェンス１１Ｂ
の上半分に略重合するまで反転させた状態で、トイレ側正面フェンス１１Ｂに係合可能に
フック状に形成し、トイレ側正面フェンス１１Ｂの上端部を構成する横線材に吊り下げら
れているフック型の係合部材である（図９（ｃ）参照）。
【０１１５】
　下側本体フェンス係合部７５は、連結部材２１におけるフェンス１０を嵌め込み可能な
フェンス保持溝２４の両側に有する側壁部分として形成し、フェンス保持溝２４に嵌め込
まれた扉フェンス係合部７６を係合可能に形成している（図９（ｅ）参照）。
【０１１６】
　扉フェンス係合部７６は、下側扉フェンス２６の下端部において横架した線材であり、
幅方向の両側へ突出した突出部分として形成している（図９（ｅ）参照）。
【０１１７】
　なお、下側開口部３３の上端部には、下側開口部３３側へ突出し、トイレ空間ＺＢ側か
らトイレ側正面フェンス１１Ｂを受けるストッパ片７７を備えている。
【０１１８】
　上記扉枢動補助具７２は、下側扉フェンス２６とトイレ側正面フェンス１１Ｂとの枢着
部分において、これら下側扉フェンス２６とトイレ側正面フェンス１１Ｂとの間に介在し
ている（図９（ｄ）参照）。扉枢動補助具７２は、両端側に枢着部７２ａ，７２ｂ（下側
扉フェンス枢着部７２ａ、及び、トイレ側正面フェンス枢着部７２ｂ）を備え、それぞれ
下側扉フェンス２６、トイレ側正面フェンス１１Ｂに対して回動自在に枢着されている。
【０１１９】
　上述したロック機構７１の作用効果について図９から図１１を用いて説明する。　
　下側扉フェンス２６は、図９に示すように、扉全閉状態においては、該下側扉フェンス
２６の扉フェンス係合部７６が、連結部材２１におけるフェンス保持溝２４に嵌め込まれ
、下側本体フェンス係合部７５に係合した状態でロックすることができる。　
　なお、ペット用サークル２を構成する複数枚の各フェンス１０は、連結部材２１により
連結されているが、該各フェンス１０の隅角部は、通常、フェンス保持溝２４に嵌め込む
ことで連結部材２１により保持される。ところが、トイレ側正面フェンス１１Ｂには、下
側開口部３３を形成しているため、本来、フェンス保持溝２４に嵌めこまれるトイレ側正
面フェンス１１Ｂの下部には、隅角部が存在しない。
【０１２０】
　そこで、トイレ側正面フェンス１１Ｂにおいては、下部の隅角部を、フェンス保持溝２
４に嵌め込む代わりに、上述した扉フェンス係合部７６を嵌め込むことが可能となり、扉
フェンス係合部７６を下側本体フェンス係合部７５に係合することができる。
【０１２１】
　このように、下側扉フェンス２６を扉全閉状態にしっかりとロックしておくことができ
るため、下側扉フェンス２６が垂下した状態で不用意に揺動することがなく、また、ペッ
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トが下側扉フェンス２６を押し開けて不用意に出入りすることを防ぐことができる。
【０１２２】
　続いて、下側扉フェンス２６を扉全閉状態でロックした状態から全開状態にする手順に
ついて図１０、図１１を用いて説明する。　
　まず、扉フェンス係合部７６の下側本体フェンス係合部７５に対するロックを解除する
には、下側扉フェンス２６を摘み、図１０（ａ）に示すように、該下側扉フェンス２６の
上部が正面側（図１０（ａ）中、右方向）へ少し傾けるようにして上方へ持ち上げること
で扉枢動補助具７２を反時計回りに回動させる（図１０（ａ）の領域Ｘの拡大図参照）。
【０１２３】
　これにより、下側扉フェンス２６の下端部分（扉フェンス係合部７６）を略真直ぐに上
昇させることができるため、フェンス保持溝２４から扉フェンス係合部７６を抜き出すこ
とができ、下側扉フェンス２６の扉全閉状態でのロックを解除することができる（図１０
（ａ）の領域Ｙの拡大図参照）。
【０１２４】
　図１０（ｂ）に示すように、下側扉フェンス２６をトイレ側正面フェンス１１Ｂの上半
分と略重合するよう反時計回りに反転させる。しかし、このまま下側扉フェンス２６をト
イレ側正面フェンス１１Ｂの上半分に対して略重合するまで反転させても、反転させた下
側扉フェンス２６の上端部に位置する扉フェンス係合部７６を、上側本体フェンス側係合
部７４に係合可能な高さにまで達しないため、上側本体フェンス側係合部７４によりトイ
レ側正面フェンス１１Ｂを扉全開状態でロックすることができない。
【０１２５】
　そこで、図１１（ａ）に示すように、下側扉フェンス２６がトイレ側正面フェンス１１
Ｂの上半分と略重合する直前において、扉枢動補助具７２を反時計回りに回動するよう下
側扉フェンス２６を軽く持ち上げることで（図１１（ａ）の領域Ｙの拡大図参照）、扉枢
動補助具７２を反時計回りに回動させることができ、扉全開状態直前において扉フェンス
係合部７６の高さを、上側本体フェンス側係合部７４に係合可能な高さにすることができ
る（図１１（ａ）の領域Ｘの拡大図参照）。
【０１２６】
　よって、下側扉フェンス２６が扉全開状態に達したとき、該下側扉フェンス２６から手
を離せば、扉枢動補助具７２が時計回りに回動するとともに（図１１（ｂ）の領域Ｙの拡
大図参照）、扉フェンス係合部７６の位置が降下し（図１１（ａ）の領域Ｘの拡大図参照
）、図１１（ｂ）に示すように、扉フェンス係合部７６を上側本体フェンス側係合部７４
にしっかりと係合することができる。
【０１２７】
　以上により、下側扉フェンス２６を扉全開状態で上側本体フェンス側係合部７４にロッ
クすることができる。　
　なお、下側扉フェンス２６を全開状態から全閉状態への変更は、上述した手順と逆の手
順を踏むことにより行なうことができるのでその説明を省略する。
【０１２８】
　上述したようにペット用サークル２は、上記下側扉フェンス２６を枢動させる際に、扉
枢動補助具７２が下側扉フェンス２６に連動して枢動するため、該下側扉フェンス２６の
基端部が下側開口部３３の上端部に干渉することなく、スムーズに枢動させることができ
る。
【０１２９】
　よって、下側扉フェンス２６の開閉操作、ロック機構７１によるロック、或いは、その
解除操作をスムーズに行うことができる。
【０１３０】
　特に扉全閉状態においては、ロック機構７１は、扉フェンス係合部７６を連結部材２１
のフェンス保持溝２４に嵌め込み、下側本体フェンス係合部７５に係合してロックする構
成であるから、本来、フェンス１０を強固に保持するための連結部材２１を利用した構成
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ク機構７１を構成するための部品点数を削減することができるため、シンプルな構成とす
ることができる。
【０１３１】
　上述した実施形態と、この発明の構成との対応において、
本体フェンス９は、本体パネルに対応し、
仕切りフェンス１４は、仕切りパネルに対応し、
扉フェンス２５は、扉に対応し、
下側扉フェンス２６は、下側扉に対応し、
ロック機構４１，７１は、ロック手段に対応し、
扉全閉状態係合部５７は、扉側係合部に対応し、
扉全開状態係合部５８は、扉側係合部に対応し、
上側本体フェンス側係合部３６，７４は、本体上側係合部に対応し、
下側本体フェンス側係合部３７，７５は、本体下側係合部に対応し、
付勢バネ５４は、付勢手段に対応し、
フェンス保持溝２４は、パネル嵌め込み部に対応するものとする。
【符号の説明】
【０１３２】
　１，２…ペット用サークル
　１Ａ…サークル本体
　１１Ａ…本体側正面フェンス
　１４…仕切フェンス
　２５…扉フェンス
　２６…下側扉フェンス
　２１…連結部材
　２４…フェンス保持溝
　３１…本体側開口部
　３２…仕切り側開口部
　３３…下側開口部
　３５…枢着部
　３６，７４…上側本体フェンス側係合部
　３７，７５…下側本体フェンス側係合部
　４１，７１…ロック機構
　５１，７６…扉フェンス側係合部
　５７…扉全閉状態係合部
　５８…扉全開状態係合部
　５４…付勢バネ
　７２…扉枢動補助具
　ＺＡ…生活空間
　ＺＢ…トイレ空間
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